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【手続補正書】
【提出日】平成23年2月28日(2011.2.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の神経障害を治療するための電気刺激システムであって、
　少なくとも電極の第１、第２および第３のチャネルと、
　電極の前記第１および第２のチャネルに接続し、二相シーケンシャル・パルス列パター
ンの複数のサイクル、二相オーバーラップ・パルス列パターン、三相性シーケンシャル・
パルス列パターン、三相オーバーラップ・パルス列パターン、機能パルス列パターン、低
周波パルス列パターン、周波数系列パルス・バースト列パターンからなるグループから選
ばれたパルス列パターンを電極の前記第１および第２のチャネルに、前記神経障害を治療
する手続きに従って印加するようにプログラムされた電子制御ユニットと、
　電極の前記第３のチャネルに接続し、前記神経障害を治療する手続きに従って経頭蓋直
流を印加するようにプログラムされた電子制御ユニットと、を備えるシステム。
【請求項２】
　前記二相シーケンシャル・パルス列パターンは、前記第１のチャネルに印加される電気
パルスの第一段階と、前記第２のチャネルに印加される電気パルスの第二段階と、を備え
、
　電気パルスの前記第二段階は、電気パルスの前記第一段階の終了の後に始まる、請求項
１に記載の電気刺激システム。
【請求項３】
　前記二相オーバーラップ・パルス列パターンは、前記第１のチャネルに印加される電気
パルスの第一段階と前記第２のチャネルに印加される電気パルスの第二段階を備え、
　電気パルスの前記第二段階は、電気パルスの前記第一段階の終了の前に始まる、請求項
１に記載の電気刺激システム。
【請求項４】
　前記三相性シーケンシャル・パルス列パターンは、前記第１のチャネルに印加される電
気パルスの第一段階と、前記第２のチャネルに印加された電気パルスの第二段階、及び、
前記第１のチャネルに印加された電気パルスの第三段階を備え、
　電気パルスの前記第二段階は、電気パルスの前記第一段階の終了の後に始まり、
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　電気パルスの前記第三段階は、電気パルスの前記第二段階の終了の後に始まる、請求項
１に記載の電気刺激システム。
【請求項５】
　前記三相オーバーラップ・パルス列は、前記第１のチャネルに印加される電気パルスの
第一段階、前記第２のチャネルに印加された電気パルスの第二段階、及び、前記第１のチ
ャネルに印加された電気パルスの第三段階を備え、
　電気パルスの前記第二段階は、電気パルスの前記第一段階の終了の前に始まり、
　電気パルスの前記第三段階は、電気パルスの前記第二段階の終了の前に始まる、請求項
１に記載の電気刺激システム。
【請求項６】
　前記第１のチャネルは、前記患者の第１の目標身体領域の組織と電気的接触して配置さ
れるのに適している第１の正電極と、前記患者の第２の目標身体領域の組織と電気的接触
して配置されるのに適している第１の負極とを備え、
　前記第２のチャネルは、前記患者の第３の目標身体領域の組織と電気的接触して配置さ
れるのに適している第２の正電極と、前記患者の第４の目標身体領域の組織と電気的接触
して配置されるのに適している第２の負極とを備え、
　前記第３のチャネルは、前記患者の運動制御領域で経頭蓋電気的接触に適している第３
の正電極と、前記患者の前記運動制御領域の反対側の組織または中立領域との電気的接触
に適している第３の負極とを備える、請求項１に記載の電気刺激システム。
【請求項７】
　前記第３の負極は、前記第３の正電極より大きいサイズである、請求項６に記載の電気
刺激システム。
【請求項８】
　前記経頭蓋直流は、定常電流、パルス電流、変調電流、または干渉電流からなるグルー
プから選ばれる、請求項１に記載の電気刺激システム。
【請求項９】
　前記第１および第２のチャネルに接続している前記電子制御ユニットと前記第３のチャ
ネルに接続している前記電子制御ユニットとが、同一の電子制御ユニットである、請求項
１に記載の電気刺激システム。
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